
徳山大学の公立化について

令和３年７月２９日（木）
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市議会全員協議会資料



これまでの検討経緯

●令和元年8月6日

学校法人徳山教育財団より「徳山大学の公立化に関する要望書」の提出

地域貢献型の教育・研究大学として存続し、地域の成長エンジンとしての役割を果たす

●令和2年4月
企画課に公立大学推進室を設置
6月「徳山大学公立化の検討に係る事業所等アンケート」実施 192社中120社が回答

●令和元年8月～
徳山大学公立化庁内検討会議の設置・開催
副市長を会長に、情報の収集分析や庁内での大学連携案の取りまとめ、検討スケジューリングの協議などを実施

●令和2年9月～令和3年2月
徳山大学公立化有識者検討会議の設置・開催
客観的、専門的な見地から、大学を取り巻く環境や市との政策連携、経営収支の見通しなど

について議論。3月報告書提出

●令和3年5月
徳山大学公立化検討シンポジウム「大学を生かしたまちづくり」WEB開催
基調講演：名桜大学 砂川昌範学長

ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ：有識者検討会議 榊原会長・加登田副会長、砂川学長、徳山大学 髙田学長、市長

有識者検討会議

シンポジウム

要望書の提出

1



市民説明・意見募集（R3.7.26現在）

●市民説明会（179人）

日程 場所 参加

7/10
（土）

徳山保健センター ６２人

7/12
（月）

サンウイング熊毛 ６７人

7/13
（火）

コアプラザかの １４人

7/16
（金）

新南陽ふれあいセンター ３６人
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●出前トーク（151人）

日程 地区 参加

6/23
（水）

遠石 １８人

6/24
（木）

徳山小
学校区

１８人

6/25
（金）

富田東 １３人

6/28
（月）

櫛浜 ３０人

6/30
（水）

夜市 ２３人

7/1
（木）

戸田 １６人

7/2
（金）

中須 １１人

7/5
（月）

須金 １０人

7/7
（水）

久米 １２人

＊＊＊ お寄せいただいたご意見は別添資料をご覧ください ＊＊＊

●シンポジウム（WEB開催 5.15）

放映媒体 放映数

ケーブルテレビ4社 ５７回

ＹｏｕＴｕｂｅ
（Ｓｈｕｎａｎ ｍｏｖｉｅ チャンネル）

１３４１回

意見受付 件数

市民の声
を聞く課

８５

公立大学
推進室

市ホームページ意見募集、
7月1日市広報チラシ、

電話、FAX、mail、手紙ほか

１９９

大学を生かしたまちづくり
の方向性（案）

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ･ｺﾒﾝﾄ
１０６



公立化についての市の判断

徳山大学の公立化を推進 －令和4年4月1日の開学を目指す－

 徳山大学の開学経緯や大学改革の取組
 高校生や事業所アンケート調査結果
 徳山大学公立化有識者検討会議報告書
 市民からの意見（390件）・説明会（13会場）

総合的に検討 大学を生かしたまちづくりの方向性

－徳山大学公立化についての市の考え方－

≪策定≫
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▼判断理由
➢ 公立大学としてのブランド力や学費の低廉化によって志願者が増加し、意欲ある優秀な人材の確保や大学の質的向上が図られると

ともに、地元進学先、受け皿の確保につながる
➢ 地域政策課題の解決や地域経済の活性化、地域人材の育成・定着、まちの賑わいの創出など、大学を生かしたまちづくりにより、

本市ならではの人口減少対策、地方創生としての取組効果が期待できる
➢ 開かれた大学として、様々な地域連携事業、公開講座、学び直しとしてのリカレント教育の推進により、市民の地域活動や生涯学

習の充実に寄与できる
➢ 公立化や新学部学科の設置による継続、安定的な学生の確保や国の地方交付税による財政措置により自律安定的な大学経営が可能

となる

徳山大学公立化は、大学を生かしたまちづくりによって地方創生を進めるための効果的な政策であり、時宜を逃さず、着実な推進を図る

▼市としての大学運営における責任
➢ 学生たちの学びの場の恒久的な保障や教育水準の維持・向上
➢ 入学定員を確保するための大学と一体となった取り組みの推進
➢ 市全体で学生を育て、まちづくりに貢献できるような「知の拠点」の形成



公立大学法人 周南公立大学

校名について
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➢市民一人ひとりが、自分たちの大学として愛着を持ち、将来を担う地元の子
供たちや若い世代から憧れられる名称とする

➢大学を生かしたまちづくりを進めるため、名称を刷新し、新たな公立大学と
してのブランド力を高める

➢設立団体である周南市の名称を用いるとともに、全国に向けた効果的なシ
ティプロモーションの手段として活用する

➢県東部唯一の4年制大学、知の拠点として、周南市だけでなく、周南地域を中
心とした広域的な交流、関わりを持ち続けられることを期待する



開学のスケジュール（予定）

・定款
・負担付き寄附受納
（土地建物・施設整備資金）

・財産の出資
・基金設置条例

・公立大学法人設

立認可申請（県）

※大学は大学設置者変更

認可申請と学校法人の

解散認可申請

（文部科学省）

・評価委員会設置
条例

・徴収する料金の
上限の認可

・中期目標の制定
（評価委員会で検討）

※中期目標に基づき、
大学で中期計画を
策定

・重要な財産を定め
る条例

・当初予算

（運営費交付金、施設整備等）

議案
上程

８月臨
時議会

認可
申請

９月
議案
上程

９月

議会

議案
上程

１２月
議会

議案
上程

３月

議会

令和4年
4月1日

周
南
公
立
大
学
開
学

●新学部学科の設置：公立化2年後の令和6年4月1日

・設置の前々年度末（令和5年3月中）に認可申請を文部科学省に提出
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看護学科棟（新築）の整備手法

●新校舎整備スケジュール

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

学校法人徳山教育財団

周南市

公立大学法人 設立
R4.4.1

８月
負担付き寄附
・基金条例議案

設計 施工

看護学科設置

契約を引継ぎ

出資

竣工

３月
新年度予算

議案
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施工

プロポ

設計

➢ 大学では公立化2年後に看護学科を開設することとしているが、看護学科棟を市で設計から整備する場合、3年以上の期間
を要することから、開設に間に合わなくなる

➢ そのため、大学改革の中核となる新学部学科の設置を早期に進める観点から、定款議決後に大学において、設計・施工一
括発注方式（デザインビルド）により整備を進め、公立化と同時に市が引き継ぐこととする。なお、プロポーザルによる
業者選定を実施するなど、公共工事に準じた発注、契約を進めるよう要請を行う

➢ 8月臨時議会で施設整備等に係る資金について「負担付き寄附の受納」と受け皿となる基金設置条例の議案上程を行う


